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o人事院規則

2 - 5 人事記録の一部を改正する規則

( 9. l 9官級〉

2 - 8 人事院の参与K関する規則

( 9. 2 5官報）

8 - 2 R議員の任免の一昔日を改正する規則

( 9. 19宮報）

l 0 -2 勤務評定の.....－］部を改正する規則

( 9. 1 9官報）

l 6-0 職員の災害補償の一部を改正する

i I j規則 ( 9. 19官報）
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関係法令

。 政令

第 3l 5号義務教育諸学校の教科用図警の

無償措置K関する法律施行令のー

第 28号 日本育英会治符予念う貸与金回収業

務の方法κ関する省令の一部を改正

する省令 ( l 0. l官報〉

2 0告示

2 第 I5 5号技能教育のための施設を指定し

た件 ( 9. 30官報）3 
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4 I ζのたび本学の永年勤続者表彰規則が次のよ

うK制定されました。

奈良学芸大学永年勤続者表彰規則

第 1条 本学職員K対し学長治押すなう永年勤続

者ーの表彰κついては、との規則の定めるとと

ろKよる。

第 2条 との規則の「職員Jとは、常時勤務に

部を改正する政令 ( 9. 2 9官報） I m~する職員をいう．

0文部省令 ｜第3条表彰は、次の各号の－（＇（該当する者 K

第 27号 公立義務教育諸学校の学級編制及

び教職員定数の僚準K関する法律施

行規則の一部を改正すあ省令

( 9. 22官報）

( 824) 

対して行念う。

l 関学記念日K会いて本学（＇（ 20年以上勤

続し、かつ勤務成績が良好であるもの。

2 国又は地方公共団体の教育又は、教育事
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務K従事する国家公務員又は地方公務員

（以下［敬育関係職員jという〉として勤

続期間が 30年Lえ上で、うち本学KI 0年

以上在職し功労のあった者が停年又は勧奨

Kょb退職した場合。

2 被表彰者の決定Vとあたり必要と認めるとき

は、学長、付属図書館長、事務局長、学生部

長及び付属学校長の協議Kより行なう。

第4条 表斡主、次の各号tて掲げる日？と学長が

別紙採式l陀よる表彰状を授与するととにより千古う。

I 前条第 1項第 1号？と該当する者

関学記念日

2 前条第 1項第 2号K該当する者

退職の日

2 前項の表彰状Kあわぜて記念品を附呈する

ととができる。

第5条 表彰は、一人の職員Vとついて一回とす

る。ただし買13条 1項 1号K訟当して表彰さ

れた職員が同条阿賀 2号l吃該当するとととな

った場合(rC合いてはとの限りで念い。

第6条 期間の計算は、教育関係職員と念った

日の属する月から表彰の日の属する月までの

月鈎乞よる。ただし次に掲げる期間は、在駿

期聞から除算する。

I 休職（公務上の負傷又は疾病及び兵役K

よるものを除〈〉期間（現実K職務をとる

ととを要する日のあった月を除〈）の二分

の一。

2 停戦された問問

2 末学K包括された学校及ひ・その前身学校ji(

勤務した期間1点、本学K勤務したものとする。

付 ~I]

1 との規制は昭和39年10月 1日から施行

するの

2 との繰刷蹴ヲ前刻字ilJ.脱者ーとして災彩をう

けた職員は、との規則第 3条 I項 1号Kよる

表彰をうけたものとして取扱う。

（月lj 紙）略

陸相こ関する内規及び運用平日

定める細則の一部改正について ' 

とのととKついて昭和39年 9月 25日から

それぞれ下記のと沿り→E改正されました。

記

O内規第 2条 6~予の次K下記の 1 号を加える，，

7 職員が奈良学芸大学永年想統者表彰規

則Kより表彰を受けたときは、その都度

委員会の決める金額

0細目I]第2条3号（ロ）の次K下記の〈ハ）を

加える。

（ハ｝ 子の死亡のうち妊振4カ月島Uーの死

援を含むものとする。

中間卒業証書授与式

I 0月2日午前 I0時から学長室におャ、て、

中間卒業証番授与式を行なった。

卒業也会次のと訟り

以上 T名

(825) 
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人 事 異 動

月日 所 属 官（職）名 氏 名 発 品01、 書評 項

奈良女子
助 教 授 矢 野 健 fr1 大 持づAー

談師（非常勤） I'(併任する。
，， 副主 師 丹 羽 初］ 昭 任期は、昭和10年 3月3l日まで

大大阪学学芸
とする。

助教授 前 田 一 a~ 

1 0. 1 
甲南 大 学 ，， J兵 口 縛 ~ 

講師｛非常勤） l'C採用する。

大 抱 正 必trム::J 任期tt、昭和岳 O年 3月31日まで

とする。

川西 菩右衛門

1 0. 15 谷 ミサオ
臨時用務員問（也〈付、属八木袋場） I'(録用
する。任 昭和39年 12月18
目安でとする。

天理大学 助 教 授 f.ij 軍 美 調師｛非常勤） i-c保用する。

1 0. I 9 任期は、昭和40年 3月31日まで

試奈良験工業場 技 師 石 坂 日出男 とする。

1 0. 31 校 医 石 止育 股 辞職を承認すho

奈良学芸
助 手 中牟田 正 幸 諦師！'L昇任させる。

大 ど"fろ－ 

11. 1 
大阪学芸 助教授 近 藤 豊 任諦自！~信c士（非、昭常和勤）4 に0併~I三任3 す月る3 。1日まで
大 ，ーゼー叫

とする。

U均 文 彦
校医｛学芸学部） I'(採用する。

石 任期は、昭和 .j.0年 8月3I日まで
とする。

との際職員、学生、生徒その他施設の利用者

昭和39年秋季 に対し防火思想のいっそうの普及徹底をはかる
全国火災予防運動の実施について

とともに防火態勢を整備して、火災の根絶K最

とのとと l'Lついて消防庁長官より下記のと念 普の努力をされるよう訟願いします。

り通知があった旨文部事務次官から述絡があり ~c 

ました。 実施要項

なか従来から火災防止については、万全の鎗 1. 目的

置をとられるよう再三Kわたり強〈要望してま 消防法令の周知徹底と火災予防思想の普

いりましたが、火災防止につとめるととは、国 及向上を強力K推進するとと『とより、出火

の財産を保護するととはもちろん、教育研究を の防止と、火災による人的、物的損害の滅

遂行ずる上KもまととK需要なととであります。 少を阿り、 11!1民の生命、身体及び財産を火

(826) 
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災から保護し、もって社会公共の福祉の増

進と国関空済の安定向上K資する。

2. 実施期間

I 1月26日から 12月2日まで7日間

3. 実施区域

創重一円

4. 実施重点事項

(1) 燃焼器具簿K因る火災の防止

(2）事業物等の火災の防止

イ 防火管理の再認識

ロ 消防用設備等の適正念維持管理

ハ危険物施設の事故防止

奈良地区レクリエーシヨン軟式庭球

及びバドミントン大会の結果

去る 9月9日春日野コートre沿いて軟式庭球

を、 I0月24日奈良女子大学K沿いてパドミ

ント Yをそれぞれ実絡されましたがその結果は

下記のとお、りでした。

コじ
呈－

u

o軟式庭球

男子団体戦

1 位 自 衛隊

B 位 奈良療養所

3 位 本 学

男子個人戦

1 位 奈良減益所

2 f立 オミ $ 

（吉田善輔、小島義弘）

3 位 奈良療養所

女子個人執

1 位 自 衛隊

2 位 奈良療養所

3 位 本 学

（池尾和子、高倉喜久子）

。バドミントン

1 ｛立 国民年鉱泉

2 位 本 学

3 位 保険課

住 所 変 更

奈良学芸大学学報 第I3 5号

奈良市高畑町

奈良学芸大学庶務課

( 827) 


